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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

第３期美作市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

岡山県美作市 

 

３ 地域再生計画の区域 

岡山県美作市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

本市の人口は、平成 17年３月 31日の合併以降、減少し続けており、平成 17年に

32,479 人であった人口は、令和２年には 25,939 人となっている。国立社会保障・

人口問題研究所によると、令和 22 年には総人口が 18,234 人になると推計されてい

る。 

年齢３区分別にみると、年少人口は平成 17 年に 3,904人であったが、令和２年に

は 2,613人となり、生産年齢人口も平成 17 年に 17,637人であったが、令和２年に

は 12,481人となり、大幅に減少している。老年人口においては、平成 17年に 10,938

人であったが、令和２年には 10,845人となり、減少した一方で、令和２年における

高齢化率が 41.8％となり、過去最高となった。 

自然動態をみると、平成 17 年３月 31 日の合併以降、依然として死亡者数が出生

者数を上回っている、出生数は、近年減少傾向となっており、コロナ禍にあった、

令和２年及び令和３年においては 130 人、令和４年及び令和５年には 100 人をも下

回った。また、令和５年は死亡者数が 566人となり、467人の自然減となっている。 

社会動態をみると、平成 17 年３月 31 日の合併以降、依然として転出者数が転入

者数を上回っているが、近年は転出超過の傾向も緩やかになっており、令和３年に

は転出超過数が▲23人（転出者数 765人、転入者数 742人）となるなど、一定の成

果を上げた。 

また、国立社会保障・人口問題研究所が公表している将来推計人口において、平
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成 30 年推計では令和 22 年の美作市の人口は 16,806 人とされていたが、令和５年

推計では 18,234人まで上昇し、人口減少カーブが緩やかなものへと改善され、平成

27年度に策定した「第１期美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び令和２年

度に策定した「第２期美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の施策による効果

が出始めている。 

しかし、今後も少子化及び自然減による人口減少が進むことが想定されるが、人

口減少下においても、希望を持って住み続けることができる持続可能な地域づくり

を進め、自然豊かな美作市に住む誰もが幸せを感じ、笑顔で暮らせることができる

まちとなるよう、様々な地域課題を着実に解決し、『 自然と笑顔が輝くまち 美作

市 』を創造していく。  

なお、これらの取組に当たっては、次の事項を本計画期間における基本目標とし

て掲げ、目標の達成を図る。 

 

・基本目標１  仕事をつくる 

・基本目標２  人の流れをつくる 

・基本目標３  結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・基本目標４  魅力的なまちをつくる 

 

【数値目標】 

５－３の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（令和11年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 新規雇用の創出  51人 300人 基本目標Ａ 

イ 転入超過数  ▲48人 50人 基本目標Ｂ 

ウ 子育てサポートの満足度 未計測 70％ 基本目標Ｃ 

エ 
住み続けたいと思う 

市民の割合  
62.6％ 70％ 基本目標Ⅾ 

※ 令和６年度に実施した事業の効果検証については、第２期「美作市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に記載の数値目標を活用する。 

５ 地域再生を図るために行う事業 
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５－１ 全体の概要 

５－２及び５－３のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生交付金（新しい地方経済・生活環境創生交付金（第

２世代交付金））の活用（内閣府）：【Ａ３０１７】 

① 事業の名称 

第２期美作市まち・ひと・しごと創生推進計画 

ア 安全で安心して暮らせる福祉の充実事業 

イ 地域の魅力を伸ばす教育・文化・芸術の充実事業 

ウ 地域産業の活性化と観光振興の充実事業 

エ 自然豊かな地域環境を活かした魅力ある地域づくり事業 

② 事業の内容 

ア 安全で安心して暮らせる福祉の充実事業 

 ～地域を担う多様な「ひとづくり」～ 

妊娠期からのきめ細やかな相談、子育てや発達に関する相談まで、早期から

フォローし、切れ目のない支援体制を整備し、子育てサポートの充実を図り、

安心して子育てができる美作市を目指す。 

またニートや引きこもりに対する支援を行うことで、新たな人材の育成とと

もに潜在的な人材の発掘を図る。 

さらに、高齢化の進展に伴う医療・介護の需要が増大していく中、医療体制

の整備や人材の育成及び確保を図り、福祉サービスの維持向上を目指す。また

地域の福祉を支える人材を確保するため、外国人看護師・介護福祉士をも視野

に入れた受入れ環境の整備を行っていく。 

これらの多様なひとづくり支援を行うことで、子育て世代の転入増加や出生

数の増加、就労人口増加や転入による定住人口の増加を目指す。 

【具体的な事業】 

・看護、介護等専門職の確保 

・妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援体制の構築 

・発達が気になる子どもと保護者の支援 
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・若者の自立支援、社会参加の取組 等 

イ 地域の魅力を伸ばす教育・文化・芸術の充実事業 

  ～多様な「学びの場」の拡充・創出による若者の流出阻止、都会からの流入

促進～ 

 多様な学びの場の拡充、例えば義務教育終了後の学びの場を拡充することは、

進学による若者の流出に歯止めをかけ、また全国から多くの若者が集まること

に繋がっていく。これにより若年人口の増加に寄与し、  

さらに人口減少に歯止めをかけることを図る。一方で、学びの場の整備によ

る雇用の創出や新たな産業振興の創出へと繋がる。 

【具体的な事業】 

・新たな学校の開設 

・大学・大学院など高等教育機関の誘致と開校 

・私立高等学校等の充実 

・高等学校の魅力向上 

・連続性のある教育活動の展開 

・グローバル化に対応した英語教育の強化 

・「読み」「書き」「感じる」力の醸成 

・国営の体育施設等の誘致 

・文化財の保存と活用 等 

ウ 地域産業の活性化と観光振興の充実事業 

 ～地域のポテンシャルを生かした「しごと創生」～ 

美作市の基幹産業である農林業支援と整備、歴史資源を活用した観光及び産

業団地や道路網などのインフラ整備などを推進することで、雇用の創出などを

図る。 

【具体的な事業】 

・農林業者の支援 

・農作物のブランド化の推進 

・農業基盤の整備 

・産業団地の整備と誘致 

・道路鉄道網の整備等 
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・外国人の移住、定住の推進 

・市内観光資源の振興と新たな魅力の創出 

 ・広域観光等の推進 

 ・人材還流、地方定着に関する事業 

・新規創業等の支援 

・「生涯活躍のまち」の推進 

 ・文化、芸術活性化事業 

 ・スポーツと地域文化の融合による新たな国際交流等の推進 等 

エ 自然豊かな地域環境を活かした魅力ある地域づくり事業 

～人・自然・暮らし輝く、魅力あふれる「地域づくり」～ 

山林など地域資源の活用や、人的資源を活用した地域づくりを推進すること

で、地域の魅力向上を図る。また魅力の情報発信を推進していくことで、移住

者・定住者の増加を図る。 

【具体的な事業】 

・地域環境・資源を活用した事業 

・防災・減災に関する取組み 

・「小さな拠点づくり」の推進 

・移住・定住希望者への支援 

・美しい里山公園の整備と活用 等 

※なお、詳細は第２期「美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略」のとおり 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

第２期「美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の【数値目標】に同じ。 

④事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度 10 月頃に外部有識者等で組織した「美作市総合戦略推進会議」にて

効果検証を行い、翌年度以降の取組みに反映していく。検証後は、検証結果等

を速やかに美作市公式ＷＥＢサイト上で公開する。 

⑥ 事業実施期間 

地域再生計画の認定の日から令和７年３月 31 日まで 

 

５－３ その他の事業 
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○ 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）の活用（内閣府）：

【Ｅ２００１】 

① 事業の名称 

第３期美作市まち・ひと・しごと創生推進事業 

ア 仕事をつくる事業 

イ 人の流れをつくる事業 

ウ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 

エ 魅力的なまちをつくる事業 

 

② 事業の内容 

ア 仕事をつくる事業 

 少子高齢化の進展や人口減少に伴い、農林業の担い手や事業所におけ

る労働者の不足が課題であるため、本市が持つ地域資源を有効活用し、

効果的な施策を実施することにより、地域経済を活性化させるとともに、

担い手及び労働者不足などの諸課題の解決を図る。 

【具体的な事業】 

 ・持続可能な農業経営の推進 

 ・持続可能な森林経営の推進 

 ・企業の内発的発展の展開推進による企業支援 

 ・外国人材の受入（ベトナム等交流事業） 

・人材還流・地方定着に対する事業 

・新規創業等に伴う地域活性の創生 

・店舗等経営後継者の育成  等 

 

イ 人の流れをつくる事業 

 人口減少・少子化が深刻化する中で、本市の活力を生み出すために 

は、一定程度以上の人口を維持することが重要であることから、移住・ 

定住を推進し、本市への人の流れを生み出すとともに、本市から流 

出しようとする人を食い止める。 

また、本市の魅力を高め、移住・定住先として幅広い世代から選ば 
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れる地域づくりを推進していき、特に女性や若者を重点的なターゲット 

として位置づけ各施策を展開していく。 

【具体的な事業】 

 ・移住定住の促進 

 ・持続可能な観光地域づくり 

 ・スポーツツーリズム推進とクラブチーム支援による地域活性化 

 ・岡山県立林野高等学校の存続 

 ・私立高等学校・看護師等養成専修学校等との連携 

 ・「ニートや引きこもり」の自立支援組織の活動  等 

 

ウ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 

 結婚から出産、子育てまでの包括的な支援施策をさらに充実させると

ともに、本市の魅力を高め、子育て世帯の移住定住施策に取り組んでい

く。 

 教育分野では 、教育の多様性、包摂性を高め、機会均等を実現するた

め、幼児教育、義務教育、中等・高等教育の充実を図るだけでなく、特

別支援教育や外国人への教育などきめ細やかな施策も実施する。 

また 、フリースクールを利用する家庭への支援についても検討を進め、

生涯学習・社会教育や文化・スポーツ振興にも注力することにより本市

の教育に対する魅力を高めていく。 

 なお、セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツという権利が

保障されるべきとの考えから、その基礎となる「包括的な性教育」を受

けることができる機会等について、助産師、保健師等と連携し検討を進

める。 

【具体的な事業】 

・女性や子育て世帯から選ばれるまちづくり（出産・子育て施策の充

実） 

・結婚に向けた支援 

・地域連携による学校づくり 

・長期欠席・不登校への対応（学びの多様化学校整備事業） 等 
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エ 魅力的なまちをつくる事業 

 地域の声に耳を傾け、地域の人口が減少する中にあっても、誰もが安

全で安心して暮らせられる持続可能なまちづくりを進めていく。 

また、災害による被害の少ない安全・安心なまちづくりを実現するため、

災害時における避難場所及び被災者支援等災害対策の拠点としての機能

並びに平常時における市民の防災に対する意識の普及啓発等防災対策の

拠点としての機能を有する新たな総合防災施設（美作市役所庁舎、総合

的文化交流施設及び防災公園をいう。）の一体的な整備を推進し、新た

な美作市役所庁舎では、各種窓口サービスのワンストップ化を図り、市

民の利便性を向上させる。 

総合防災施設が一体的に整備されることにより、様々な付加価値が生ま

れ、多彩な市民交流の空間としてさらなるにぎわいを創出していく。 

【具体的な事業】 

・持続可能な地域社会の実現 

・公共交通のリデザイン 

・生涯活躍のまちの推進（ヘルスケア（健康寿命延伸）の推進） 

・重層的支援体制整備事業 

・脱炭素社会形成の推進 

・美しい里山をつくり育てる事業  等 

     ※ なお、詳細は第３期美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略のとおり。 

 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

 

④ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

外部有識者等で組織した「美作市総合戦略推進会議」を毎年９月頃開催

し、効果検証を行い、翌年度以降の取組みに反映していく。検証後は、検

証結果等を速やかに本市公式ＷＥＢサイト上で公表する。 
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⑤ 事業実施期間 

令和７年４月１日から令和 12年３月 31日まで 

 

６ 計画期間 

地域再生計画の認定の日から令和 12年３月 31日まで 


